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学校集金の自動引き落とし制度について 

 

 本校におきましては、お子さまの給食費、補助教材費などの学校集金を銀行口座より自動的に引き落とす

制度を採用しています。つきましては、下記のしくみをご理解いただき実施したいと思いますので、保護者

の皆様のご理解を賜りたくご案内いたします。 

 

記 

 

１ 自動振替の取り扱い金融機関は、豊橋・豊川・蒲郡信用金庫の３機関のみです。 

 ・三金融機関のいずれかに保護者の名前で普通預金口座を開設してください。 

 ・すでに保護者名義で、三金融機関のいずれかに口座のある方は、その口座を使用してください。２名以

上の兄弟でも同一口座でけっこうです。 

 

２ 自動振替について 

・引き落とし日は、原則毎月５日【５日が休日の場合、翌営業日】 

 ・引き落とされる金額は毎月お知らせします。それに基づいて５日までに入金してください。 

（学年費・給食費等で年間６万円弱必要になります） 

 ・全学年、引き落とし日の数日前に、「お知らせメール」を「デンタツくん」にて送ります。 

 

３ 「学費口座振替依頼書」の記入方法と手続きの仕方 

 ○ 同封の「学費口座振替依頼書」の記入例にならって、必要事項を記入してください。 

 ○ すでにお持ちの口座から学校集金を引き落とす場合は、 

記入した「学費口座振替依頼書」の全部（２枚）を学校へ提出してください。 

〇 新規に口座をつくる場合は、 

記入した「学費口座振替依頼書」をいずれかの金融機関の窓口へ持っていき、口座をつくってく

ださい。そして、「学費口座振替依頼書」の全部（２枚）を学校へ提出してください。 

 

４ 引き落とし日に引き落としができなかった場合 

 ・学校指定の口座（豊橋信用金庫南栄支店）への振込をしていただきます。 

                                                             

※※※※※ 学校へ出す前に確認してください ※※※※※ 

 

① 口座は豊橋・豊川・蒲郡信用金庫のいずれかになっていますか。 

② １枚目に登録した届出印を押しましたか。＜二度押し×、かすれたら隣へ新たに押印。下にメモ用紙な

ど敷き、ぐるりと回し押しできれいに押印。２枚目は押印の必要なし。＞ 

 

※ 例年、「印影不鮮明」、「印鑑相違（他口座の印鑑を押印）」によって金融機関から書類を差し戻され 

るケースが何件かあります。押印の際には十分気をつけてください。 

③  名前の欄をまちがえた場合、訂正印では認められません。新しい用紙に書き直しになります。 

 

＊本日「学費口座振替依頼書」を忘れたかたは、後日職員室まで提出してください。 

 また、本日提出していただいた書類に不備があった場合は、連絡をしますので、学校に取りに来ていただ 

き、再度提出をお願いいたします。 
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学費口座振替依頼書の記入例 （用紙表紙の記入例と併せて参考にしてください） 

 

１「契約」に〇 

〇〇 〇〇 

お使いになる口座の金融機関名を記入。 

豊橋・豊川・蒲郡信用金庫のいずれかであること！ 

豊橋市立栄小学校 １ 

・学年に「１」 

・組 →空欄 

・性別→男女いずれかに〇 

・番号→空欄 

・この口座のお届け印を！ 

・押印ミスは、隣に押し直す 

・１枚目のみで結構です。 

（２枚目は必要なし） 

「
お
な
ま
え
」
の
ま
ち
が
い
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訂
正
印
が 

効
か
な
い
の
で
新
し
い
用
紙
に
書
き
直
し
。 


